
​2026年3月27日​

​吸収分割に関する事前開示書面（変更分）​

​（会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条に基づく書面）​

​（会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に基づく書面）​

​東京都港区港南2丁目15番3号​

​株式会社ソラスト​

​代表取締役社長CEO　　野田　亨​

​東京都港区港南2丁目15番3号​

​株式会社ソラスト・キッズ・ネクスト​

​代表取締役社長　　家城　悦子​

​株式会社ソラスト（以下「吸収分割会社」といいます。）及び吸収分割会社の完全子会社である株式会社ソラス​

​ト・キッズ・ネクスト（以下「吸収分割承継会社」といいます。）は、両当事者間で締結した2026年1月16日付吸収​

​分割契約に基づき、2026年4月1日を効力発生日（以下「本件効力発生日」といいます。）として、吸収分割会社のこ​

​ども事業に関する権利義務を吸収分割承継会社に承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行うこ​

​ととし、会社法第782条第1項及び会社法施行規則第183条並びに会社法第794条第1項及び会社法施行規則第192条に定​

​める事項を記載した2026年2月2日付「吸収分割に関する事前開示書面」（以下「当初開示書面」といいます。）を備​

​置いたしました。今般、承継対象資産の変更に伴い、吸収分割会社及び吸収分割承継会社は、2026年3日24付で、変​

​更覚書を別紙1-2のとおり締結いたしましたので、当初開示書面のうち「1.吸収分割契約の内容（会社法第782条第1項​

​第2号及び第794条第1項）」を以下のとおり変更いたします。なお、その他の事項につきましては、当初開示書面で​

​開示した内容から変更はございません。​

​変更後の内容​

​1．​ ​吸収分割契約の内容（会社法第782条第1項第2号及び第794条第1項）​

​2026年1月16日付で締結した吸収分割契約の内容は別紙1-1のとおりです。その後、吸収分割会社及び吸収分割​

​承継会社は、変更覚書を別紙1-2のとおり締結いたしました。​

​以 上​



​（別紙1-1）​

​吸収分割契約の内容​

​次頁以降に添付。​















​（別紙1-2）​

​変更覚書の内容​

​次頁以降に添付。​
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